
運賃表の見方

バス運賃表には以下3種類のバス停がございます。
● 運賃区界停留所・・・・・その停留所の運賃を適用します。
○ 外方停留所・・・・・その停留所の外方にあたる運賃区界停留所（●）の運賃を適用します。
← 指定停留所・・・・・矢印の先の運賃区界停留所（●）の運賃を適用します。

＜例1＞「草津駅西口」～「琵琶湖博物館」まで乗車する場合の運賃
下図1を見ると「草津駅西口」と「琵琶湖博物館」はどちらも運賃区界停留所（●）にあたるため、
下図2の「草津駅西口」と「琵琶湖博物館」の運賃を確認します。
そのため運賃は480円となります。

（図1） （図2）

「草津駅西口」から右に線を引いたところと
「琵琶湖博物館」から下に線を下したところ
が交わるところの運賃を読みます。

＜例1＞「くるみこども園前」～「グリーンプラザからすま」まで乗車する場合の運賃
下図1を見ると「くるみこども園前」は指定停留所（→）にあたるため、→の先の運賃区界停留所
（●）である「下笠中央」の運賃が基準になります。
また、「グリーンプラザからすま」は外方停留所（〇）にあたるため、外方にある運賃区界停留所
（●） である「琵琶湖博物館」の運賃が基準になります。
そのため、下図2の「下笠中央」と「琵琶湖博物館」の運賃より、 「くるみこども園前」と
「グリーンプラザからすま」の区間運賃は380円となります。
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「下笠中央」から右に線を引いたところと
「琵琶湖博物館」から下に線を下したところ
が交わるところの運賃を読みます。

乗車地が外方停留所（〇）の場合は、乗車地の手前の運賃区界停留所（●）が運賃算出の基準となります。
降車地が外方停留所（〇）の場合は、降車地の先の運賃区界停留所（●）が運賃算出の基準となります。

～外方停留所（〇）の見方ポイント～


